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税務訴訟資料 第２７１号－１０６（順号１３６０８） 

大阪地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 法人税及び復興特別法人税の更正処分並びに加算

税賦課決定処分取消請求事件 

国側当事者・国（岸和田税務署長） 

令和３年９月２８日却下・棄却・確定 

判    決 

原告          Ｅ株式会社 

同代表者代表取締役   甲 

同訴訟代理人弁護士   平岡 秀夫 

同補佐人税理士     浮氣 利廣 

同           齊藤 公幸 

被告          国 

同代表者法務大臣    上川 陽子 

処分行政庁       岸和田税務署長 

            土田 真弘 

同指定代理人      戸根川 隆 

同           小泉 雄寛 

同           石田 隆邦 

同           加藤 正人 

同           岡本 和宏 

同           長西 研太 

同           中島 佳孝 

同           上之原 誠 

同           今田 勝也 

主    文 

１ 本件訴えのうち次の部分を却下する。 

（１）岸和田税務署長が平成２９年６月２７日付けでした原告の平成２５年６月１日から平成２６

年５月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、所得金額マイナス３１３８万９４１

１円及び納付すべき税額マイナス３５４円を超えない部分の取消しを求める部分 

（２）岸和田税務署長が平成２９年６月２７日付けでした原告の平成２５年６月１日から平成２６

年５月３１日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分のうち、課税標準法人税額０円

及び納付すべき税額マイナス６円を超えない部分の取消しを求める部分 

２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 
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１ 岸和田税務署長が平成２９年６月２７日付けでした原告の平成２５年６月１日から平成２６

年５月３１日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消

す。 

２ 岸和田税務署長が平成２９年６月２７日付けでした原告の平成２５年６月１日から平成２６

年５月３１日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定

処分を取り消す。 

第２ 事案の概要  

内国法人である原告は、平成２５年７月３０日（以下「本件配当日」という。）、カナダに

本店を置く法人であるＦ（以下「Ｆ社」という。）から、剰余金の配当（以下「本件配当」と

いう。）を受けたところ、法人税法２３条の２第１項（平成２７年法律第９号による改正前の

もの。以下同じ。）の規定により、本件配当の額からその５％相当額を控除した金額の円換算

額は、益金の額に算入されないとして、上記円換算額を益金の額に算入せずに原告の平成２５

年６月１日から平成２６年５月３１日までの事業年度（以下「本件事業年度」という。）に係

る法人税及び平成２５年６月１日から平成２６年５月３１日までの課税事業年度（以下「本件

課税事業年度」という。）に係る復興特別法人税の確定申告をした。 

これに対し、処分行政庁は、Ｆ社は法人税法２３条の２第１項にいう「外国子会社」に該当

しないから同項の規定の適用はないとして、本件事業年度に係る法人税の更正処分（以下「本

件法人税更正処分」という。）及び本件課税事業年度に係る復興特別法人税の更正処分（以下

「本件復興特別法人税更正処分」といい、本件法人税更正処分と併せて「本件各更正処分」と

いう。）並びに本件各更正処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分（以下、「本件各賦課

決定処分」といい、本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。）をした。 

本件は、原告が、Ｆ社は法人税法２３条の２第１項にいう「外国子会社」に該当するから本

件各処分は違法であるなどと主張して、被告を相手に、本件各処分の取消しを求める事案であ

る（本判決では、欠損金額を所得金額のマイナス、還付金額を納付すべき税額のマイナスとし

て表記する。）。 

１ 関係法令等の定め 

（１）法人税法の定め（「外国子会社」から受ける配当等の益金不算入） 

法人税法２３条の２第１項は、内国法人が「外国子会社」（当該内国法人が保有している

その株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資〔その有する自己の株式又は出資

を除く。〕の総数又は総額〔以下「発行済株式等」という。〕の１００分の２５以上に相当

する数又は金額となっていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をい

う。）から受ける同法２３条１項（平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同

じ。）１号に掲げる金額（以下「剰余金の配当等の額」という。）がある場合には、当該剰

余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で

定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金

額の計算上、益金の額に算入しない旨規定する（以下、同法２３条の２第１項に規定する制

度を「外国子会社配当益金不算入制度」という。）。 

（２）法人税法施行令の定め 

ア 「外国子会社」の要件 

法人税法施行令２２条の４第１項（平成２７年政令第１４２号による改正前のもの。以
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下同じ。）は、法人税法２３条の２第１項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割

合のいずれかが１００分の２５以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人

から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前６月以上（当該外国法人が当

該確定する日以前６月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定

する日まで）継続していることとする旨規定する。 

（ア）法人税法施行令２２条の４第１項１号 

当該外国法人の発行済株式等のうちに当該内国法人が保有しているその株式又は出資

の数又は金額の占める割合 

（イ）法人税法施行令２２条の４第１項２号 

当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうち

に当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合 

イ 租税条約の二重課税排除条項の定めによる「外国子会社」の要件の例外 

法人税法施行令２２条の４第５項（平成２６年政令第１３８号による改正前のもの。以

下同じ。）は、租税条約（法人税法１３９条〔平成２６年法律第１０号による改正前のも

の〕に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付す

る租税を我が国の租税から控除する定め〔以下「二重課税排除条項」という。〕があるも

のに限る。）の二重課税排除条項において法人税法施行令２２条の４第１項各号に掲げる

割合として１００分の２５未満の割合が定められている場合には、同項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の２５以上」とあるのは「第５項に規定する租税条約の同項に

規定する二重課税排除条項に定める割合（第４項において「租税条約に定める割合」とい

う。）以上」と、「同項の」とあるのは「同条第１項の」と、「が外国法人」とあるのは

「が外国法人（当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人に限る。

以下この条において同じ。）」とする旨規定する。 

ウ 法人税法２３条の２第１項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 

 法人税法施行令２２条の４第２項は、法人税法２３条の２第１項に規定する政令で定め

るところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の１００分の５に相当する金額とす

る旨規定する。 

（３）日加租税条約の定め 

ア 定義 

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナ

ダ政府との間の条約」（以下「日加租税条約」という。）３条１項は、日加租税条約の適

用上の用語の定義について規定し、同条２項は、一方の締約国による日加租税条約の適用

上、日加租税条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除

くほか、日加租税条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令における当該

用語の意義を有するものとする旨規定する。 

イ 二重課税排除の方法 

日加租税条約２１条２項（ｂ）は、日本国以外の国において納付される租税を日本国の

租税から控除することに関する日本国の法令に従い、カナダにおいて取得される所得が、

カナダの居住者である法人によりその議決権のある株式又はその発行済株式の少なくとも

２５％を所有する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日
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本国の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納

付されるカナダの租税を考慮に入れるものとする旨規定する。 

２ 前提事実 

当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる

事実は、次のとおりである。 

（１）原告及びＦ社 

 ア 原告 

原告は、平成２４年６月●日に設立された、大阪府岸和田市に本店を置き、海外企業に

対する企業進出に関するコンサルティング等を目的とする、資本金３００万円の株式会社

である（乙２）。 

 イ Ｆ社 

 Ｆ社は、平成２４年１２月●日、カナダのブリティッシュ・コロンビア州事業法人法に

基づき、カナダに所在していた２法人が新設合併することにより設立された外国法人であ

る。 

（２）本件配当 

原告は、平成２５年７月３０日（本件配当日）、Ｆ社から６４５万７５００カナダドルの

剰余金の配当（本件配当）を受け、本件配当の額の円換算額６億１７２０万７８５０円を受

取配当金勘定に計上する会計処理をした（乙３）。 

（３）本件配当日におけるＦ社の発行済株式の種類、株主の状況等 

 ア 本件配当日におけるＦ社の発行済株式の種類 

本件配当日におけるＦ社の発行済株式は、普通株式である①クラスＡ－１株式（額面金

額なし）、②クラスＡ－２株式（額面金額なし）、③クラスＢ株式（額面金額なし）及び

④クラスＣ株式（額面金額なし）並びに優先株式である⑤クラスＤ株式の５種類であった。

このうち議決権のある株式は、①クラスＡ－１株式、②クラスＡ－２株式及び④クラスＣ

株式の３種類であり、これらの議決権の内容は、次のとおりであった。（甲１５、１６） 

（ア）クラスＡ－１株式及びクラスＡ－２株式 

クラスＡ－１株式及びクラスＡ－２株式を有する者は、Ｆ社の全ての株主会議におい

て７４％の議決権を行使することができる。 

（イ）クラスＣ株式 

クラスＣ株式を有する者は、Ｆ社の全ての株主会議において２６％の議決権を行使す

ることができる。 

イ 本件配当日におけるＦ社の株主の状況等 

本件配当日におけるＦ社の株主は、原告、乙及びＧであり、各株主が保有する株式の種

類及び数は、次のとおりであった（なお、Ｆ社の設立時及び本件配当日以前６か月の間に

おける株主及び株式の状況もこれと同様であった。）（甲１５、１６）。 

（ア）原告 

 クラスＣ様式（議決権あり）     １株 

（イ）乙 

 クラスＢ株式（議決権なし）   １００株 

（ウ）Ｇ 
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 クラスＡ－１株式（議決権あり） １００株 

 クラスＡ－２株式（議決権あり） １００株 

 クラスＤ株式（議決権なし）    １万株 

（エ）合計 １万０３０１株（このうち議決権のある株式は２０１株） 

（４）本件訴訟に至る経緯 

ア 確定申告書の提出 

原告は、平成２６年７月３１日、岸和田税務署長に対し、別表の「確定申告」欄の記載

のとおり、本件事業年度に係る法人税及び本件課税事業年度に係る復興特別法人税の各確

定申告をした。その際、原告は、本件事業年度の法人税について、本件配当は、法人税法

２３条の２第１項に規定する「外国子会社」から受ける剰余金の配当等の額に該当すると

して、本件配当の額からその５％相当額を控除した金額の円換算額５億８６３４万７４５

８円を、益金の額に算入しなかった。（甲１） 

イ 本件各処分 

岸和田税務署長は、平成２９年６月２７日付けで、原告の本件事業年度の法人税及び本

件課税事業年度の復興特別法人税について、別表の「更正処分等」欄の記載のとおり、本

件各処分をした（甲２の１・２）。 

ウ 再調査の請求 

原告は、平成２９年９月１９日、本件各処分を不服として、再調査の請求をした。これ

に対し、岸和田税務署長は、同年１２月２２日付けで再調査の請求を棄却する旨の決定を

した。（甲３、４） 

エ 審査請求 

原告は、平成３０年１月１９日、再調査の請求を棄却する決定を不服として、審査請求

をした。これに対し、国税不服審判所長は、同年１２月１４日付けで審査請求を棄却する

旨の裁決をした。（甲５、６） 

（５）本件訴訟の提起 

 原告は、令和元年５月１５日、本件訴訟を提起した。 

３ 税額等に関する当事者の主張 

被告が本件訴訟において主張する本件各処分の根拠及び計算は、別紙１「課税の根拠及び適

法性」のとおりであるところ、原告は、下記４の争点２から争点５までに関する部分を除き、

その計算の基礎となる金額及び計算方法を明らかに争わない。 

４ 争点 

（１）本件各更正処分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める訴えの利益の有無（争点

１） 

（２）Ｆ社が法人税法施行令２２条の４第１項（２号）に規定する「外国子会社」の要件を満た

すか否か（争点２） 

（３）法人税法施行令２２条の４第１項が法人税法２３条の２第１項に適合するか否か（争点

３） 

（４）法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２条の４第１項が憲法１４条１項に適合

するか否か（争点４） 

（５）法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２条の４第１項２号が日加租税条約２１
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条２項（ｂ）に適合するか否か（争点５） 

５ 争点に関する当事者の主張 

（１）争点１（本件各更正処分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める訴えの利益の有

無）について 

（原告の主張） 

ア 更正処分は、申告とは別個独立の行為であり、申告によっては確定した税額を追加し、

又は減少させるにすぎないとの考え方（申告と更正処分との関係についてのいわゆる併存

説）によれば、更正処分の全部が取り消されたとしても、納税義務者は申告によって確定

した税額について納税義務を免れない。そうすると、増額更正処分のうち申告額を超えな

い部分の取消しを求める訴えの利益がないことを前提として、増額更正処分のうち申告額

を超えない部分を除外してその取消しを求めると、仮にその請求が全部認容されたとして

も、当該増額更正処分の一部が残存してしまうことになる（納税者は、申告によって確定

した税額についての納税義務ではなく、その取り消されなかった部分の更正によって確定

した税額についての納税義務を負うことになる。）。これは、法理論上無理がある上に、

社会的にも容認し難い。 

したがって、増額更正処分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める訴えの利益は

あるというべきであるから、本件訴えは、本件各更正処分のうち申告額を超えない部分の

取消しを求める部分も含め、訴えの利益がある。 

イ 仮に、増額更正処分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める訴えは、訴えの利益

を欠くことがあるとしても、それは申告額が正の額である場合に限られると解すべきであ

る。申告額が負（マイナス）の額（還付金が発生する）である場合、増額更正処分のうち

申告額を「超える部分」又は「超えない部分」との表現は、およそ、その詳細な説明なく

して通常人には理解できないものになっているし、そもそも、日本語としても正確な表現

であるかも疑わしい。また、「還付金の額を超えない部分」があるとすれば、「還付金の

額を超える部分」も存在することになるが、それぞれの部分を特定することはできない。 

本件では、原告の申告額は負（マイナス）の額であるから、本件訴えは、本件各更正処

分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める部分も含め、訴えの利益がある。 

（被告の主張） 

申告は、増額更正処分がされたことによって、申告によって生じた効果を維持する独立の

存在意義を失っており、増額更正処分が、その内容に申告の内容を含む（吸収する）ことに

よって、申告の効果を維持しているという関係にある（申告と増額更正処分との関係につい

てのいわゆる吸収説）。そして、納税者が申告が過大であるとしてその誤りを是正するため

には、所定の期間内に更正の請求を行う必要があることからすれば（国税通則法２３条）、

納税者が、更正の請求という法の求める特別の手続を経由することなく、申告額を超えない

部分についてまで取消しを求めることは、納税者が申告において自認する範囲を超えて増額

更正処分の取消しを求めるものであるから、原則として訴えの利益を欠くというべきである。 

これを本件についてみると、原告は、本件各更正処分の全部の取消しを求めているが、本

件事業年度の法人税及び本件課税事業年度の復興特別法人税に係る各確定申告において、原

告の法人税に係る所得金額及び納付すべき税額は、所得金額マイナス３１３８万９４１１円、

納付すべき税額マイナス３５４円と申告し、また、復興特別法人税に係る課税標準法人税額
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及び納付すべき税額は、課税標準法人税額０円、納付すべき税額マイナス６円と申告してお

り、本件各更正処分のうち、それらの申告額を超えない部分については、原告が自認するも

のである。 

したがって、本件訴えのうち上記の原告の各申告額を超えない本件各更正処分の部分の取

消しを求める部分は、不適法である。 

（２）争点２（Ｆ社が法人税法施行令２２条の４第１項〔２号〕に規定する「外国子会社」の要

件を満たすか否か）について 

（被告の主張） 

ア 「外国子会社」該当性の判断方法 

平成２１年法律第１３号による法人税法の一部改正（以下「平成２１年改正」とい

う。）前の法人税法６９条８項（以下「旧法人税法６９条８項」という。）は、いわゆる

間接外国税額控除制度（以下、単に「間接外国税額控除制度」という。）を定めていたと

ころ、旧法人税法６９条８項の委任を受けた平成２１年政令１０５号による改正前の法人

税法施行令１４６条１項２号（以下「旧法人税法施行令１４６条１項」という。）は、間

接外国税額控除制度の対象となる「外国子会社」の要件を定めていた。間接外国税額控除

制度は、外国の会社には多種多様な株式を発行している例もあることから、間接外国税額

控除制度の対象となる「外国子会社」の判定基準として、資本参加という経済実態に即し

た株式総数の基準と法律的な企業支配力に即した議決権付き株式の数の基準とを並行的に

採用して、簡明を期したものであった。これは、各国の多種多様な制度に基づき設立され

た外国法人を一定の基準に当てはめ、これに該当した外国法人のみを制度の対象とするこ

とで、多種多様な制度から成る外国法人に対する内国法人の支配を、画一的に判断するた

めの基準を採用したものである。 

法人税法施行令２２条の４第１項の規定は、旧法人税法施行令１４６条１項の規定を引

き継いだものであるから、旧法人税法施行令１４６条１項についての上記解釈は、外国子

会社配当益金不算入制度の「外国子会社」においても妥当する。 

そして、「外国子会社」の該当性については、法人税法施行令２２条の４第１項２号に

規定する「議決権のある株式又は出資の数又は金額」という文言から考え得る、①議決権

のある株式の数、②議決権のある株式の金額、③議決権のある出資の数及び④議決権のあ

る出資の金額の各保有割合に係る要件に基づき判断することとなる。 

イ ①「議決権のある株式の数」の保有割合に係る要件を満たすか否か 

「議決権のある株式の数」の保有割合に係る要件は、株式を発行する外国法人に対して

内国法人が保有する、議決権が付与された株式の数の割合を基準とし、内国法人による一

定の支配力から、「外国子会社」に該当するか否かを判定するとしたものであると解され

る。 

本件では、Ｆ社が発行する議決権のある株式の総数は２０１株であり、そのうち、原告

が保有するＦ社の議決権のある株式の数は１株であるから、Ｆ社の議決権のある株式の総

数に占める原告の保有するＦ社の議決権のある株式の数の割合は、２０１分の１となり、

１００分の２５に満たない。 

したがって、Ｆ社は、「議決権のある株式の数」の保有割合に係る要件を満たさない。 

ウ ②「議決権のある株式の金額」の保有割合に係る要件を満たすか否か 
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「議決権のある株式の金額」の保有割合に係る要件は、株式を発行する外国法人に対し

て内国法人が保有する、議決権が付与された株式の金額の割合を基準とし、内国法人によ

る一定の支配力から、「外国子会社」に該当するか否かを判定するとしたものであると解

される。しかし、株式の金額との文理からは株式のどのような金額を意味するのかが明ら

かでない。そのため、規定の趣旨・目的に照らしてその意味内容を明らかにする必要があ

るところ、法人税法２３条の２第１項は、法律的な企業支配力をみるために、「外国子会

社」に係る要件を定めたものであるから、「議決権のある株式の金額」とは、企業支配力

を示し得る金額と解すべきである。他方で、そのような金額が存在しない場合においては、

「議決権のある株式の金額」によって「外国子会社」に該当するか否かを判断することは

できないと解すべきである。 

本件で、原告が保有するＦ社のクラスＣ株式は、Ｆ社の定款において、「クラスＣ普通

株式は、会社の全ての株主会議において２６％の議決権を行使する権限を有する。」と定

められることによって付与されているのみであって、何らかの金額がＦ社に対する支配力

の前提となっているとは認められない。 

したがって、本件では、Ｆ社に対する原告の支配力の有無やその程度を示す指標として

の「議決権のある株式の金額」の存在は認められないから、Ｆ社が原告の「外国子会社」

に該当するか否かは、「議決権のある株式の金額」の保有割合に係る要件によって判定す

ることはできない。 

エ ③「議決権のある出資の数」の保有割合に係る要件を満たすか否か 

「議決権のある出資の数」の保有割合に係る要件は、出資に対して議決権が付与された

外国法人に対して内国法人が保有する、議決権が付与された出資の数の割合を基準とし、

内国法人による一定の支配力から、「外国子会社」に該当するか否かを判定するとした要

件であると解される。 

これは、資産の流動化に関する法律５９条１項が、特定目的会社の有議決権事項につい

て、「社員…はその有する特定出資又は優先出資一口につき一個の議決権を有する」と規

定するように、各社員の「出資の数」に応じて議決権が付与されるような法人については、

その出資の数が当該法人に対する支配力の判断基準とされるのが通常であることから、議

決権が付与された出資の数を基準として、「外国子会社」に該当するか否かを判定すると

したものと解される。 

したがって、「議決権のある出資の数」の保有割合に係る要件は、株式が発行されてお

らず、出資の数がその支配力の前提とされるような外国法人に対する支配力を判定するた

めのものと解するのが相当である。 

Ｆ社は株式を発行する法人であるから、Ｆ社が原告の「外国子会社」に該当するか否か

は、「議決権のある出資の数」の保有割合に係る要件によって判定することはできない。 

オ ④「議決権のある出資の金額」の保有割合に係る要件を満たすか否か 

「議決権のある出資の金額」の保有割合に係る要件は、出資に対して議決権が付与され

た外国法人に対して内国法人が保有する、議決権が付与された出資の金額の割合を基準と

し、内国法人による一定の支配力から、「外国子会社」に該当するか否かを判定するとし

た要件であると解される。 

これは、持分会社の各社員がそれぞれ１個の持分を有する法人については、その出資の
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金額が当該法人に対する支配力の判断基準とされる場合が通常であることから、「外国子

会社」の該当性について議決権が付与された出資の金額を基準としたものと解される。 

したがって、「議決権のある出資の金額」の保有割合に係る要件は、株式が発行されて

おらず、出資の金額がその支配力の前提とされるような外国法人に対する支配力を判定す

るためのものと解するのが相当である。 

Ｆ社は株式を発行する法人であるから、Ｆ社が原告の「外国子会社」に該当するか否か

は、「議決権のある出資の金額」の保有割合に係る要件によって判定することはできない。 

カ 小括 

以上によれば、Ｆ社は、法人税法施行令２２条の４第１項２号に規定する「議決権のあ

る株式又は出資の数又は金額」の保有割合に係る要件を満たさないから、原告の「外国子

会社」に該当しない。 

（原告の主張） 

ア 法人税法施行令２２条の４第１項２号の「議決権のある出資の金額」又は「議決権のあ

る株式の金額」の保有割合に係る要件を満たすこと 

（ア）会社法及び法人税法の規定内容 

会社法（２７条４号等）及び法人税法（２条１４号等）の規定に照らせば、株式会社

における出資の金額とは、出資が金銭の払込みによりされた場合にはその払い込まれた

金銭の額であり、出資の総額とは、払い込まれた金額の総計であると観念することがで

きる。 

上記の会社法及び法人税法の規定内容からすれば、「外国子会社」に該当するか否か

の判断において、「外国子会社」が株式会社の場合は「株式の数」のみを判断基準とす

べきではなく、少なくとも、株式会社設立（新設合併による設立を含む。）時の払込資

本の額がそのまま維持されている場合や、発起人と募集株式の引受人の出資が１株当た

りの株式発行価額と同額で行われている場合等、実情に応じた個別的な判断が可能な場

合は、発行株式の引受けのための金銭の払込み又はその他の資産の給付を「出資」とし、

その払込みの額又はその給付の額を「出資の金額」又は「株式の金額」として「外国子

会社」該当性の判断基準とすることができると解すべきである。 

（イ）国際的な取扱い 

ａ ＯＥＣＤモデル租税条約 

ＯＥＣＤモデル租税条約１０条２項ａ）は、「一方の締結国の居住者である法人

が支払う配当に対しては、当該一方の締結国においても、当該一方の締結国の法令

に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の

締結国の居住者である場合には、次の額を超えないものとする。」として、「当該

配当の受益者が、当該配当を支払う法人の資本の２５パーセント以上を直接に所有

する法人（パートナーシップを除く。）である場合には、当該配当の額の５パーセ

ント」と規定しており、株式や出資の概念と必ずしも一致しない資本の概念をその

基準としている。 

ｂ カナダ事業法人法 

カナダ事業法人法においては、法人が発行する株式について１株ごとに出資額や

議決権の数（議決権割合）を異にすることが一般的に許容されている。そのため、
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株式の数だけを基準に利益分配や支配関係を判定することは適当ではない。 

（ウ）小括 

以上の状況からすれば、外国法人が株式を発行する法人であっても、法人税法施行令

２２条の４第１項２号の要件を満たすか否かについては、「議決権のある株式又は出資

の数又は金額」のうち、「議決権のある株式の数」の保有割合に係る要件のみならず、

発行株式の引受けのための金銭の払込額である「議決権のある出資の金額」又は「議決

権のある株式の金額」の各保有割合に係る要件によって判断することもあり得るという

べきであり、少なくとも、内国法人の外国法人に対する出資が、設立時（新設合併によ

る設立を含む。）又は新設合併時に行われただけである場合や、発起人と募集株式の引

受人の出資が１株当たりの株式発行価額と同額で行われている場合等、実情に応じた個

別的な判断が可能な場合は、発行株式の引受けのための金銭の払込み又はその他の資産

の給付を「出資」とし、その払込みの額又はその給付の額を「出資の金額」又は「株式

の金額」として「外国子会社」該当性の判断基準とすることができるというべきである。 

（エ）本件について 

本件では、Ｆ社の発行株式の引受けはその新設合併による設立時にされただけである

から、Ｆ社が原告の「外国子会社」に該当するか否かは、引受けのための金銭の払込み

の額を「出資の金額」又は「株式の金額」として、「議決権のある出資の金額」又は

「議決権のある株式の金額」の各保有割合に係る要件を満たすか否かによって判断する

ことができる。 

そして、本件配当日において、Ｆ社の出資のうちの議決権のある出資の金額の総額

（６万５２１１カナダドル）のうちに原告の出資の金額（６万５２００カナダドル）が

占める割合は約９９．９８％であって、１００分の２５以上である。したがって、Ｆ社

は、法人税法施行令２２条の４第１項２号の「議決権のある出資の金額」の保有割合に

係る要件を満たす。 

また、本件配当日において、Ｆ社の発行済株式のうちの議決権のある株式の金額の総

額（６万５２１１カナダドル）のうちに原告が保有する株式の金額（６万５２００カナ

ダドル）が占める割合は約９９．９８％であって、１００分の２５以上である。したが

って、Ｆ社は、法人税法施行令２２条の４第１項２号の「議決権のある株式の金額」の

保有割合に係る要件を満たす。 

したがって、Ｆ社は原告の「外国子会社」に該当する。 

イ 法人税法施行令２２条の４第１項２号に定める「割合」には「議決権の割合」も含むこ

と 

「外国子会社」に該当するか否かは、外国法人の経営判断に対する内国法人の支配力

（影響力）をもって判断すべきであるから、法人税法施行令２２条の４第１項２号に定め

る「割合」には当然に議決権割合が含まれると解すべきである。特に、カナダの会社法制

度においては、会社の株式のクラスごとに１株当たりの議決権の数が異なる制度が一般的

に認められているから、カナダの会社に対する支配力（影響力）は、議決権の割合をもっ

て判断されるべきである。また、我が国が諸外国と締結した租税条約の「外国子会社」に

関する規定は、近年では、議決権の保有割合を基準とするものがほとんどである。なお、

ＯＥＣＤモデル租税条約コメンタリーの１０条２項の解説においては、条約の締約国が二
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国間交渉において同項ａ）の「資本（ｃａｐｉｔａｌ）」に代えて「議決権（ｖｏｔｉｎ

ｇｐｏｗｅｒ）」を基準に用いることができるとされている。 

原告は、本件配当日において、Ｆ社の議決権の１００分の２６を保有していた。したが

って、Ｆ社は、原告の「外国子会社」に該当する。 

（３）争点３（法人税法施行令２２条の４第１項が法人税法２３条の２第１項に適合するか否

か）について 

（被告の主張） 

法人税法２３条の２第１項は、「外国子会社」の要件として「株式又は出資の数又は金

額」の保有割合に係る要件、すなわち、「株式の数」、「株式の金額」、「出資の数」及び

「出資の金額」の各保有割合に係る要件を例示して規定している。これらのような経験上一

定の具体的な意味内容を示すものとして用いられることが通常である文言を用いて定められ

ている要件は、通常の用例に係る意味内容に即して文理的に解釈されなければならない。同

項は、その文理に照らせば、議決権の数や議決権等の保有割合に係る要件を定めていると解

する余地はない。 

また、法人税法２３条の２第１項が、「外国子会社」の要件の定めについて政令に委任し

た趣旨は、「外国子会社」の要件について、行政機関に対して専門技術的な観点からの一定

の裁量権を付与する趣旨である。 

さらに、法人税法は、国際的二重課税を排除するための制度として、外国税額控除（法人

税法６９条）の制度に加え、国際的二重課税排除に係る制度の簡素化と企業が国外で得た所

得の還流の促進という目的のために、外国子会社配当益金不算入制度という優遇措置を設け

たものである。法人税法施行令２２条の４第１項２号が、上記の優遇措置の対象として、

「議決権のある株式又は出資の数又は金額」の保有割合に係る一定の要件を満たす外国法人

に限って「外国子会社」と定めたことは、内国法人の外国法人に対する実質的な支配力を反

映させたものであって、授権法である法人税法の趣旨・目的に沿うものであり、法人税法の

仕組みとも整合している。 

そして、法人税法施行令２２条の４第１項によって制限される権利ないし利益は、財産権

ないし経済的利益にすぎない。 

以上のように、法人税法施行令２２条の４第１項は、授権規定である法人税法２３条の２

第１項の文理の範囲内で、同項が委任した趣旨に沿って「外国子会社」の要件を定めたもの

であり、授権法である法人税法の趣旨・目的及び仕組みとも整合し、財産権ないし経済的利

益を制限するにすぎないから、法人税法２３条の２の委任の範囲を逸脱するものではない。 

（原告の主張） 

法人税法施行令２２条の４第１項２号に定める割合には、議決権割合が含まれないと解さ

ざるを得ないとすると、同項は、法人税法２３条の２第１項の規定の趣旨に反した違法な規

定である。 

したがって、違法な法人税法施行令２２条の４第１項の規定に基づいてされた本件各処分

もまた違法である。 

（４）争点４（法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２条の４第１項が憲法１４条１

項に適合するか否か）について 

（被告の主張） 
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国民の租税負担に係る規定を策定するに当たっては、財政・経済・社会政策等の国政全般

からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件の定めについて、極めて専門

技術的な判断を必要とすることから、租税法の分野における取扱いの区別は、その立法目的

が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が同目的との

関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、

これを憲法１４条１項の規定に違反するものということはできない（最高裁昭和●●年（〇

〇）第●●号同６０年３月２７日大法廷判決・民集３９巻２号２４７頁参照）。 

法人税法２３条の２第１項及びその委任を受けた法人税法施行令２２条の４第１項各号の

規定の立法目的は、「外国子会社」からの配当等に係る国際的二重課税排除に係る制度の簡

素化と企業が国外で得た所得の還流を促進することにあり、これが正当であることは明らか

である。そして、これらの規定は「株式の数」等の一定の保有割合を「外国子会社」の要件

としているところ、内国法人に関する規定と同様に、「株式の数」等の一定の保有割合を

「外国子会社」の要件と定めることは、多種多様な制度から成る外国法人に対する内国法人

の支配の有無及び程度を画一的に判断するための基準として合理的といえ、議決権について

も「議決権のある株式又は出資」という形で「外国子会社」の判断のための要件に取り込ん

でいるのであるから、法人税法２３条の２第１項が「外国子会社」の要件として「株式の

数」等の保有割合を定めることが、上記立法目的との関連で、著しく不合理であることが明

らかであるとはいえない。 

したがって、法人税法２３条の２第１項及びその委任を受けた法人税法施行令２２条の４

第１項の規定は、その合理性が否定されるものではなく、憲法１４条１項の規定に違反する

ものということはできない。 

（原告の主張） 

仮に、法人税法２３条の２第１項及びその委任を受けた法人税法施行令２２条の４第１項

が、議決権の数又は議決権割合を「外国子会社」の判定基準として定めていないのであれば、

株式会社に対する企業支配力を端的に示すものが議決権の数又は議決権割合であるにもかか

わらず、１００分の２５以上の割合の議決権を保有している内国法人が外国子会社配当益金

不算入制度の適用から排除されてしまうことになるが（このような事態は、上記のＯＥＣＤ

モデル租税条約コメンタリーにおける取扱いとも整合しない。）、一方で、外国法人の発行

済株式等の数又は金額の１００分の２５以上を有する内国法人は保有する議決権の数又は議

決権の割合にかかわらず、外国子会社配当益金不算入制度の対象となり得ることになるから、

不合理な差別であるというべきである。 

したがって、法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２条の４第１項の規定は、

憲法１４条１項に定める納税者間の平等（租税公平主義）に明らかに反する不合理なもので

あるから、憲法１４条１項に違反する。 

（５）争点５（法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２条の４第１項２号が日加租税

条約２１条２項（ｂ）に適合するか否か）について 

（被告の主張） 

ア 日加租税条約はその文言に即して解釈されるべきであるところ、日加租税条約２１条２

項（ｂ）は、その英語正文の「ｔｈｅ ｖｏｔｉｎｇ ｓｈａｒｅｓ」及び日本語正文の

「議決権のある株式」の各文言に照らせば、議決権のある株式の保有割合を定めているこ
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とは明らかである。 

イ また、日加租税条約３条２項は、一方の締約国による日加租税条約の適用上、日加租税

条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、日加

租税条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を

有するものとする旨規定する。「文脈により別に解釈すべき場合」かどうかは、国内法上

の用語の意義に基づく解釈と租税条約の締結の際の前提とされていたと認められる文脈に

基づく解釈とを比較して、国内法上の用語の意義に基づく解釈が不合理な解釈になる場合

は、国内法上の用語の意義に基づく解釈が否定されることとなる。 

日加租税条約において、「議決権のある株式」の定義がされていないから、文脈により

別に解釈すべき場合でない限り、我が国の国内法上の意義を有するものと解釈すべきこと

になる。そして、我が国の国内法上、「議決権のある株式」を定義する規定はないものの、

「議決権」そのものを問題とする場合には「議決権（の数）」等といった文言が用いられ

ていること（法人税法施行令４条、５条、７１条、１３９条の７、租税特別措置法６６条

の６等）からすれば、我が国の国内法上、「議決権のある株式」とは、「議決権」そのも

のを意味するのでなく、通常の用例どおり、議決権の付与された株式との意義を有するも

のと解される。日加租税条約の締結の際の前提とされていた文脈に基づく解釈として、こ

れと異なる特別な意義が付与されていたといった事情はないから、文脈により別に解釈す

べき場合には当たらない。 

したがって、日加租税条約２１条２項（ｂ）の「議決権のある株式」とは、議決権が付

与された株式を意味すると解すべきであるから、法人税法２３条の２第１項及び法人税法

施行令２２条の４第１項２号は日加租税条約２１条２項（ｂ）に適合する。 

（原告の主張） 

日加租税条約２１条２項（ｂ）の文言は、日本語正文では「…その議決権のある株式…の

少なくとも２５パーセントを所有する日本国の居住者である法人」、英語正文では「ｎｏｔ 

ｌｅｓｓ ｔｈａｎ ２５ ｐｅｒｃｅｎｔ… ｏｆ ｔｈｅ ｖｏｔｉｎｇ ｓｈａｒｅ

ｓ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｍｐａｎｙ」であるが、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する

二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合

王国との間の条約」（以下「日英租税条約」という。）１０条２項（ａ）の文言は、日本語

正文では「法人の議決権のある株式の１０％以上に相当する株式を…所有する法人」、英語

正文では「ｓｈａｒｅｓ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ … ａｔ ｌｅａｓｔ １０ ｐｅ

ｒｃｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｖｏｔｉｎｇ ｐｏｗｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｍｐａｎｙ」

である。このように、租税条約において、日本語正文では「議決権のある株式」と統一的に

表記されている文言が、英語正文では「ｔｈｅ ｖｏｔｉｎｇ ｓｈａｒｅｓ」と「ｓｈａ

ｒｅｓ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ … ｔｈｅ ｖｏｔｉｎｇ ｐｏｗｅｒ」という異な

る文言が使われている。その理由は、「ｓｈａｒｅｓ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ … ｔ

ｈｅ ｖｏｔｉｎｇ ｐｏｗｅｒ」を含む一文が「ａ ｃｏｍｐａｎｙ ｔｈａｔ ｈａｓ 

ｏｗｎｅｄ ｓｈａｒｅｓ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ ｄｉｒｅｃｔｌｙ ｏｒ ｉｎｄ

ｉｒｅｃｔｌｙ … ａｔ ｌｅａｓｔ １０ ｐｅｒｃｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｖｏｔｉ

ｎｇ ｐｏｗｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｍｐａｎｙ」（日本語正文では「法人の議決権のあ

る株式の１０％以上に相当する株式を直接又は間接に所有する法人」）とされていることか
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ら明らかなように、直接所有の株式のみならず間接所有の株式も含めて判定する場合には、

より厳密に規定する必要があるためであったと考えられる。 

以上のように、株式の直接保有のみに限定して考えれば、「２５ ｐｅｒｃｅｎｔ ｏｆ 

ｔｈｅ ｖｏｔｉｎｇ ｓｈａｒｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｍｐａｎｙ」は、「ｓｈａｒｅ

ｓ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ ２５ ｐｅｒｃｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｖｏｔｉｎｇ ｐ

ｏｗｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｍｐａｎｙ 」と同義であることを示しており、我が国が締

結した租税条約においては、「議決権のある株式」の保有割合を判定するに当たって、「議

決権のある株式の数の割合」及び「議決権のある株式の金額の割合」のほかに、議決権の割

合でも判定することが認められているものと解される。 

日加租税条約の二重課税排除条項に定める割合に係る上記の判断基準（「議決権のある株

式」について、株式の数、株式の金額及び議決権の数）は、法人税法施行令２２条の４第５

項の規定からも明らかなとおり、また、租税条約が、法律と同様、政令よりも上位の法規範

であることから当然に、同条１項各号に掲げるべき割合に係る判断基準に含まれていなけれ

ばならない（法人税法２３条の２第１項が、外国子会社配当益金不算入制度において、租税

条約の二重課税排除条項に定める割合に係る上記の判断基準のいずれについても政令で規定

することを拒んでいないのであるから、このことは、明らかである。）。 

したがって、法人税法２３条の２第１項、法人税法施行令２２条の４第１項２号の規定は、

租税条約の二重課税排除条項に定める割合に係る上記判断基準のうち議決権の数について定

めていない点において、日加租税条約に違反し、憲法９８条の条約尊重義務にも違反する。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件各更正処分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める訴えの利益の有無）

について 

（１）判断枠組み 

納税義務者が確定申告をした後に増額更正処分がされた場合であっても、それによって納

税義務者が申告を行ったという事実が消滅するわけではなく、申告によって生じた効果は上

記増額更正処分の中に吸収されて引き継がれ、引き続き存続すると解するのが相当である。

もっとも、法人税については申告納税方式が採用されており（国税通則法１６条１項１号、

同条２項１号、法人税法７４条１項）、その納付すべき税額は第一次的には納税者のする申

告により確定するものとされている。そして、申告納税方式の国税につき、その申告内容に

誤りがあり納付すべき税額が過大であったなどの場合には、所定の期間内に限り、更正の請

求の手続によりその是正を求めることができることとされている（国税通則法２３条）。こ

のように、申告の誤りにつき更正の請求という特別の救済手段が法定されていることからす

れば、その過誤が重大であって法の定める方法以外に是正を許さないとすれば納税者の利益

を著しく害すると認められるような特段の事情がない限り、納税者が、申告後にされた増額

更正処分につき、更正の請求の手続を経ることなく、申告額を超えない部分の取消しを求め

る訴えは、不適法であるというべきである。 

（２）本件について 

本件において、本件各更正処分の過誤が重大であって法の定める方法以外に是正を許さな

いとすれば納税者の利益を著しく害すると認められるような特段の事情があるとは認められ

ないから、①本件法人税更正処分のうち平成２６年７月３１日付けの確定申告における申告
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額である所得金額マイナス３１３８万９４１１円及び納付すべき税額マイナス３５４円を超

えない部分並びに②本件復興特別法人税更正処分のうち同日付けの確定申告における申告額

である課税標準法人税額０円及び納付すべき税額マイナス６円を超えない部分の各取消しを

求める訴えは、不適法であるというべきである。 

（３）原告の主張について 

これに対し、原告は、後記ア・イのとおり主張するので、以下検討する。 

ア 原告は、更正処分は、申告とは別個独立の行為であり、申告によって確定した税額を追

加し、又は減少させるにすぎないとの考え方によれば、納税義務者は申告によって確定し

た税額についての納税義務を免れないことになるとして、本件訴えのうち申告額を超えな

い部分の取消しを求める部分の訴えの利益がある旨主張する。 

しかし、上記（１）で説示したとおり、納税義務者が確定申告をした後に増額更正処分

がされた場合、申告によって生じた効果は上記増額更正処分の中に吸収されて引き継がれ、

引き続き存続すると解するのが相当である。そして、本件においては、本件各処分の過誤

が重大であって法の定める方法以外に是正を許さないとすれば納税者の利益を著しく害す

ると認められるような特段の事情があるとは認められないから、本件訴えのうち申告額を

超えない部分の取消しを求める部分は、不適法であるというべきである。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

イ 原告は、申告額が負（マイナス）の額である場合、増額更正処分のうち申告額を超えな

い部分の取消しを求める訴えの利益はないと解すると、上記の「申告額を超えない部分」

の意味内容は不明確・不正確であって、どの部分をいうものか特定することはできないか

ら、相当でないとして、上記部分の取消しを求める訴えの利益はある旨主張する。 

 しかし、上記（１）で説示したとおり、申告によって生じた効果は上記増額更正処分の

中に吸収されて引き継がれ、引き続き存続すると解されるところ、納付すべき税額をマイ

ナスとして申告がされた場合、当該申告は、当該申告に係る還付金が発生することを確定

する効果のみならず、同還付金を超える額の還付金が発生するものではないことを確定す

る効果も有するものであるから、その後にされた増額更正処分のうち申告額を超えない部

分とは、当該増額更正処分のうち当該申告に係る還付金を超える額の還付金が発生するこ

とを内容とする部分であるということができ、その部分を特定することができないもので

はない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（４）小括 

以上によれば、本件訴えのうち、①本件法人税更正処分のうち平成２６年７月３１日付け

の確定申告における申告額である所得金額マイナス３１３８万９４１１円及び納付すべき税

額マイナス３５４円を超えない部分並びに②本件復興特別法人税更正処分のうち同日付けの

確定申告における申告額である課税標準法人税額０円及び納付すべき税額マイナス６円を超

えない部分の各取消しを求める部分は、不適法であるというべきである。 

２ 争点２（Ｆ社が法人税法施行令２２条の４第１項〔２号〕に規定する「外国子会社」の要件

を満たすか否か）について 

法人税法２３条の２第１項は「外国子会社」の要件の定めを政令に委任し、同項の委任を受

けた法人税法施行令２２条の４第１項１号及び同項２号は「外国子会社」の要件を定めている。 
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法人税法施行令２２条の４第１項に規定する「外国子会社」の要件に関し、Ｆ社が同項１号

の要件を満たさないことは当事者間に争いがなく、以下では、Ｆ社が同項２号の要件を満たす

か否かについて、検討する。 

（１）法人税法施行令２２条の４第１項（２号）に規定する「外国子会社」の要件のうち、議決

権のある発行済株式等の保有割合に係る要件について 

法人税法２３条の２第１項の委任を受けた法人税法施行令２２条の４第１項２号は、「外

国子会社」の要件として、（Ａ）当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又

は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の

占める割合のいずれかが１００分の２５以上であり、かつ、（Ｂ）その状態が、当該内国法

人が当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前６月以上（当

該外国法人が当該確定する日以前６月以内に設立された法人である場合には、その設立の日

から当該確定する日まで）継続していることとする旨規定する。 

このうち、上記（Ａ）の議決権のある発行済株式等の保有割合に係る要件は、「議決権の

ある株式又は出資の数又は金額」という文言に照らすと、論理的には、「議決権のある株式

の数」及び「議決権のある出資の金額」の保有割合に係る要件の２通りを定めたものと解す

る余地もあれば、「議決権のある株式の数」、「議決権のある株式の金額」、「議決権のあ

る出資の数」及び「議決権のある出資の金額」の保有割合に係る要件の４通りを定めたもの

と解する余地もある。 

そこで、上記（Ａ）の議決権のある発行済株式等の保有割合に係る要件は、上記の２通り

の要件を定めたものと解すべきか、あるいは、上記の４通りの要件を定めたものと解すべき

かについて、以下検討する。 

ア 「議決権のある株式又は出資の数又は金額」の文理 

一般に、法令において、「Ａ又はＢのＣ又はＤ」と規定されている場合、通常、「Ａの

Ｃ」、「ＡのＤ」、「ＢのＣ」及び「ＢのＤ」の４通りを意味すると解されるが、文理上、

「ＡのＣ」及び「ＢのＤ」の２通りを意味すると解すべきこともある（例えば、国税通則

法１１５条２項の「再調査の請求又は審査請求について決定又は裁決をした者」は、「再

調査の請求について決定をした者」及び「審査請求について裁決をした者」の２通りを意

味すると解すべきである。）。 

そして、法人税法施行令２２条の４第１項２号の「議決権のある株式又は出資の数又は

金額」についてみると、「議決権のある株式の数」、「議決権のある株式の金額」、「議

決権のある出資の数」及び「議決権のある出資の金額」の４通りを意味すると解しても、

いずれも不合理なものとはいえないから、上記の４通りと解するのが文理上は自然という

ことができる。 

イ 外国子会社配当益金不算入制度の沿革 

次に、外国子会社配当益金不算入制度の沿革についてみると、外国子会社配当益金不算

入制度を定める法人税法２３条の２第１項は、平成２１年法律第１３号による法人税法の

一部改正（平成２１年改正）によって新たに設けられた規定であるところ、平成２１年改

正前の法人税法６９条８項（旧法人税法６９条８項）は、内国法人が「外国子会社」から

受ける配当について、間接外国税額控除制度（内国法人が「外国子会社」から配当等を受

けた場合、当該「外国子会社」の所得に対して課される外国法人税のうち当該配当等に対
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応する金額を、当該内国法人の納付する外国法人税額とみなして、外国税額控除の対象と

する制度）を規定していた。 

そして、旧法人税法６９条８項及びその委任を受けた平成２１年政令第１０５号による

改正前の法人税法施行令１４６条１項（旧法人税法施行令１４６条１項）は、間接外国税

額控除制度の対象となる「外国子会社」の要件を定めていたところ、「外国子会社」の要

件については、旧法人税法６９条８項は法人税法２３条の２第１項と同内容の定めであり、

旧法人税法施行令１４６条１項は法人税法施行令２２条の４第１項とそれぞれ同内容の定

めであった（旧法人税法６９条８項及び旧法人税法施行令１４６条１項の規定内容は、別

紙２「間接外国税額控除制度における外国子会社の要件の定めの沿革」の４のとおりであ

る。）。 

このように、法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２条の４第１項は、旧法

人税法６９条８項及び旧法人税法施行令１４６条１項の「外国子会社」の要件の定めをそ

れぞれ引き継いだものである。 

ウ 間接外国税額控除制度における「外国子会社」の要件の定めの沿革 

また、間接外国税額控除制度は、昭和３７年法律第４５号による法人税法の一部改正に

よって導入されたものであるところ、間接外国税額控除制度の創設時から最終改正時まで

における「外国子会社」の要件の定めの沿革（「Ⓐ法人税法の定め及びⒷⒶの施行当時の

委任命令の定め」、「Ⓒ文理による、株式又は出資の保有割合に係る要件の自然な解

釈」）は、別紙２「間接外国税額控除制度における外国子会社の要件の定めの沿革」のと

おりである。 

これによると、旧法人税法６９条８項の施行までは、「外国子会社」の要件として規定

されていた「数又は金額の株式又は出資」（別紙２の２Ⓐ）、「株式又は出資の数又は金

額」（別紙２の３Ⓐ）という文言は、①「株式の数」又は②「出資の金額」の２通りを意

味すると解するのが自然である。他方で、旧法人税法６９条８項、旧法人税法施行令１４

６条１項の施行により、「外国子会社」の要件の文言が変更されたことによって（株式又

は出資の保有割合に係る要件の分母に相当する部分に関する文言が、「その発行済株式の

総数又は出資金額」から「その発行済株式又は出資…の総数又は総額」に変更された。）、

これらの施行後においては、「株式又は出資の数又は金額」という文言は、①「株式の

数」、②「株式の金額」、③「出資の数」及び④「出資の金額」の４通りを意味すると解

するのが自然である。 

エ 小括 

以上の法人税法施行令２２条の４第１項２号の規定の文理（上記ア）、外国子会社配当

益金不算入制度の沿革（上記イ）、間接外国税額控除制度における「外国子会社」の株式

又は出資の保有割合に係る要件の定めの沿革（上記ウ）等に照らせば、同号の「議決権の

ある株式又は出資の数又は金額」は、①「議決権のある株式の数」、②「議決権のある株

式の金額」、③「議決権のある出資の数」及び④「議決権のある出資の金額」の４通りを

意味するものと解するのが相当である。 

そうすると、法人税法施行令２２条の４第１項２号は、議決権のある発行済株式等の要

件（上記（１）の（Ａ）の要件）として、外国法人の発行済株式等のうちの、①「議決権

のある株式の数」のうちに内国法人が保有している当該株式の数の占める割合が１００分
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の２５以上であること、②「議決権のある株式の金額」のうちに内国法人が保有している

当該株式の金額の占める割合が１００分の２５以上であること、③「議決権のある出資の

数」のうちに内国法人が保有している当該出資の数の占める割合が１００分の２５以上で

あること、④「議決権のある出資の金額」のうちに内国法人が保有している当該出資の金

額の占める割合が１００分の２５以上であることの４通りのいずれかを満たすことと定め

ていると解される。 

このことを前提として、本件で上記①～④のいずれかの要件を満たすか否かについて、

以下検討する。 

（２）①「議決権のある株式の数」の保有割合に係る要件を満たすか否か 

前記前提事実（３）のとおり、本件配当日において、Ｆ社が発行する議決権のある株式の

総数は２０１株であり、そのうち原告が保有するＦ社の議決権のある株式の数は１株である

から、Ｆ社の議決権のある株式の総数に占める原告が保有するＦ社の議決権のある株式の数

の割合は、２０１分の１であって、１００分の２５に満たない。 

したがって、Ｆ社は、その発行済株式等のうちの①「議決権のある株式の数」のうちに内

国法人（原告）が保有している当該株式の数の占める割合が１００分の２５以上であるとい

う要件（上記（１）の（А）の要件）を満たさない。 

（３）②「議決権のある株式の金額」の保有割合に係る要件を満たすか否か 

ア 「株式の金額」の解釈 

上記②の「議決権のある株式の金額」の保有割合に係る要件のうち、「株式の金額」は、

その文言からはその意味内容は一義的に明らかとはいえない。そのため、まず、「株式の

金額」の意味内容をどのように解すべきかについて検討する。 

（ア）「株式の金額」について 

法人税法その他の関係法令には、「株式の金額」の定義を定めた規定はないが、その

文理に照らせば、「株式の金額」とは、株式の額面金額（我が国の法制度でいえば、例

えば、平成１３年法律第７９号による改正前の商法１６６条１項４号の額面のある株式

の金額）をいうものと解するのが相当である。 

（イ）法人税法２３条の２第１項の委任の趣旨 

ａ 法人税法２３条の２第１項の趣旨 

外国子会社配当益金不算入制度が導入される前の法人税法は、我が国の法人が外

国において事業を行う場合に、支店を設けて事業を行うか、あるいは子会社を設け

て事業を行うかについて、税制は中立的である必要があるとの考慮から、一定の外

国法人（「外国子会社」）から受ける配当に係る二重課税を排除するための制度と

して、外国税額控除方式を採用し、内国法人が一定の外国法人から配当等を受けた

場合には、当該外国法人の所得に対して課される外国法人税のうち当該配当等に対

応する金額を、当該内国法人の納付する外国法人税額とみなして、外国税額控除の

対象としていた（間接外国税額控除制度）。しかし、間接外国税額控除制度は、控

除額の計算が複雑であり、また、間接外国税額控除制度の下では、内国法人は外国

で得た所得を現地に留保する傾向があるという問題があった。そのため、「外国子

会社」から受ける配当に係る二重課税排除の方式として、企業の配当政策の決定に

対する税制の中立性の観点に加え、適切な二重課税の排除を維持しつつ、制度を簡
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素化する観点も踏まえ、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社配当益金不算

入制度が導入されることとなった。このような外国子会社配当益金不算入制度の導

入の経緯に照らせば、法人税法２３条の２第１項は、内国法人が「外国子会社」か

ら受ける配当に係る二重課税を排除するための制度として、間接外国税額控除制度

よりも簡素な制度として外国子会社配当益金不算入制度を定め、我が国への所得の

還流をより促進することを図る趣旨であると解される。 

ｂ 法人税法２３条の２第１項の規定内容 

そして、法人税法２３条の２第１項は、外国子会社配当益金不算入制度の対象と

なる「外国子会社」について、その株式又は出資の保有割合に係る要件として、そ

の発行済株式等の数又は金額の１００分の２５以上を保有することといった簡明な

要件を例示した上で、具体的な定めを政令に委任している。 

ｃ 以上の法人税法２３条の２第１項の趣旨（上記ａ）及び規定内容（上記ｂ）等に

照らせば、同項が外国子会社配当益金不算入制度の対象となる「外国子会社」の定

めを政令に委ねた趣旨は、適切な二重課税の排除を維持しつつ、間接外国税額控除

制度よりも簡素な制度とし、内国法人が外国で得た所得の我が国への所得の還流を

より促進するという同項の産業政策的な趣旨に整合するように、多種多様な制度か

ら成る外国法人のうち、どのような法人を外国子会社配当益金不算入制度の対象と

するかといった専門技術的な判断を政令に委ねたものであり、また、内国法人が外

国法人に対して実質的な支配力を有しているか否かに関わらない簡明な判定基準を

採用することも許容するものと解するのが相当である。 

そうすると、「議決権のある株式の金額」の「株式の金額」とは、株式の額面金

額であると解釈することは、上記の同項が外国子会社配当益金不算入制度の対象と

なる「外国子会社」の定めを政令に委ねた趣旨と整合するものといえる。 

（ウ）小括 

以上のとおり、「株式の金額」の文理（上記（ア））、法人税法２３条の２第１項の

委任の趣旨（上記（イ））に照らせば、上記②の「議決権のある株式の金額」の保有割

合に係る要件の「株式の金額」とは、株式の額面金額をいうものと解するのが相当であ

る。そうすると、「議決権のある株式の金額」とは、議決権のある株式の額面金額と解

される。 

イ 本件について 

前記前提事実（３）のとおり、原告が本件配当日において保有していたクラスＣ株式と

は、議決権はあるものの、額面金額がない株式であるというのである。そうすると、原告

が有するＦ社のクラスＣ株式について、その額面金額を観念することができず、「議決権

のある株式の金額」は存在しないというべきである。 

したがって、Ｆ社は、その発行済株式等のうちの②「議決権のある株式の金額」のうち

に内国法人（原告）が保有している当該株式の金額の占める割合が１００分の２５以上で

あるという要件（上記（１）の（Ａ）の要件）を満たさない。 

（４）③「議決権のある出資の数」の保有割合に係る要件を満たすか否か 

株式を発行する法人に対する影響力は、出資ではなく、保有する株式の数・内容に反映さ

れることが通常であることに照らすと、法人税法施行令２２条の４第１項２号は、外国法人
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が株式を発行する法人である場合には、「議決権のある株式の数」又は「議決権のある株式

の金額」の各保有割合に係る要件により判定することとし、「議決権のある出資の数」又は

「議決権のある出資の金額」の各保有割合に係る要件により判定することを想定していない

ものと解するのが相当である。 

本件では、Ｆ社は株式を発行する法人であるから（前記前提事実（３））、Ｆ社が原告の

「外国子会社」に該当するか否かは、「議決権のある株式の数」又は「議決権のある株式の

金額」の各保有割合に係る要件により判定し、「議決権のある出資の数」の各保有割合に係

る要件によって判定することはできないものというべきである。 

したがって、Ｆ社は、その発行済株式等のうちの③「議決権のある出資の数」のうちに内

国法人（原告）が保有している当該出資の数の占める割合が１００分の２５以上であるとい

う要件（上記（１）の（Ａ）の要件）を満たさない。 

（５）④「議決権のある出資の金額」の保有割合に係る要件を満たすか否か 

上記（４）で説示したとおり、法人税法施行令２２条の４第１項２号は、外国法人が株式

を発行する法人である場合には、「議決権のある株式の数」又は「議決権のある株式の金

額」の各保有割合に係る要件により判定することとし、「議決権のある出資の数」又は「議

決権のある出資の金額」の各保有割合に係る要件により判定することを想定していないもの

と解するのが相当である。 

本件では、Ｆ社は株式を発行する法人であるから（前記前提事実（３））、Ｆ社が原告の

「外国子会社」に該当するか否かは、「議決権のある株式の数」又は「議決権のある株式の

金額」の各保有割合に係る要件により判定し、「議決権のある出資の金額」の保有割合に係

る要件によって判定することはできないものというべきである。 

したがって、Ｆ社は、その発行済株式等のうちの④「議決権のある出資の金額」のうちに

内国法人（原告）が保有している当該出資の金額の占める割合が１００分の２５以上である

という要件（上記（１）の（Ａ）の要件）を満たさない。 

（６）原告の主張について 

これに対し、原告は、後記ア～ウのとおり主張するので、以下検討する。 

ア 「出資」又は「出資の金額」について 

原告は、内国法人の外国法人に対する出資が、設立時又は新設合併時に行われただけで

ある場合や、発起人と募集株式の引受人の出資が１株当たりの株式発行価額と同額で行わ

れている場合等、実情に応じた個別的な判断が可能な場合は、発行株式の引受けのための

金銭の払込み又はその他の資産の給付を「出資」とし、その払込みの額又はその給付の額

を「出資の金額」として「外国子会社」該当性の判断基準とすることができる旨主張する。 

しかし、上記（４）及び（５）で説示したとおり、法人税法施行令２２条の４第１項２

号は、株式を発行する外国法人が「外国子会社」に該当するか否かは、「議決権のある出

資の金額」の各保有割合に係る要件により判定することを想定していないものと解される。

このことは、内国法人の外国法人に対する出資が、設立時（新設合併による設立を含

む。）又は新設合併時に行われただけである場合や、発起人と募集株式の引受人の出資が

１株当たりの株式発行価額と同額で行われている場合等においても同様であると解すべき

である（なお、原告が指摘するＯＥＣＤモデル租税条約及びカナダ事業法人法の規定は、

その法規範の性質・規定内容等に照らすと、我が国の法令である法人税法施行令２２条の
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４第１項２号の解釈に直ちに影響を及ぼすものではない。）。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

イ 「株式の金額」について 

原告は、内国法人の外国法人に対する出資が、設立時又は新設合併時に行われただけで

ある場合や、発起人と募集株式の引受人の出資が１株当たりの株式発行価額と同額で行わ

れている場合等、実情に応じた個別的な判断が可能な場合は、発行株式の引受けのための

金銭の払込みの額又はその他の資産の給付の額を「株式の金額」として「外国子会社」該

当性の判断基準とすることができる旨主張する。 

しかし、「株式の金額」に株式の引受けのための金銭の払込額その他の資産の給付額を

含むと解することは「株式の金額」という文言に照らして自然な解釈であるとはいい難い

（上記（３）ア（ア））。また、内国法人の外国法人に対する出資が、設立時（新設合併

による設立を含む。）又は新設合併時に行われただけである場合等の事情がある場合には、

「外国子会社」に該当するか否かを個別的に判断すべきであるとの解釈は、「外国子会

社」について簡明な判定基準とすることを許容する法人税法２３条の２第１項の委任の趣

旨（上記（３）ア（イ））と整合しないものというべきである。以上によれば、「株式の

金額」に、出資の金額を含むと解釈することはできないというべきである。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

ウ 支配力（影響力）について 

原告は、「外国子会社」に該当するか否かの判断は、外国法人の経営判断への内国法人

の支配力（影響力）をもって判断すべきであるから、法人税法施行令２２条の４第１項２

号に定める「割合」には議決権の割合が含まれる旨主張する。 

そこで検討すると、上記（１）エのとおり、法人税法施行令２２条の４第１項２号は、

法人税法２３条の２第１項に規定する政令で定める要件として、①「議決権のある株式の

数」、②「議決権のある株式の金額」、③「議決権のある出資の数」及び④「議決権のあ

る出資の金額」の各保有割合に係る要件を定めているところ、「議決権のある株式」（上

記①・②）及び「議決権のある出資」（上記③・④）は、その文理に照らせば、それぞれ、

議決権のある株式又は議決権のある出資そのものであって、議決権の割合を含むものでは

ないと解するのが自然である（なお、租税特別措置法６６条の６第１項１号ロが、内国法

人の外国関係会社に係る所得の課税の特例の対象となる外国関係会社について、「議決権

…の数」という文言を用いて、議決権の数の保有割合に係る要件を定めていることに鑑み

ても、上記の法人税法２３条の２第１項２号についての文理解釈は自然なものというべき

である。）。 

また、法人税法施行令２２条の４第１項１号及び同項２号の各文言に照らせば、同項１

号は、議決権のないものも含めた全ての発行済株式等の保有割合に係る要件を定め、同項

２号は、発行済株式等のうち、議決権のある発行済株式等の保有割合に係る要件を定めた

ものと解するのが、同項の構造にも整合する解釈であるといえる。 

さらに、以上のように解釈することは、「外国子会社」の判定において簡明な基準を許

容する上記の法人税法２３条の２第１項の趣旨とも整合するものといえる。 

以上の法人税法施行令２２条の４第１項２号の文理、同項の構造及び法人税法２３条の

２第１項の趣旨に照らせば、法人税法施行令２２条の４第１項２号に定める「割合」には、
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議決権の数又は議決権の割合を含まないと解するのが相当である（上記の解釈は、原告が

指摘するカナダの会社法制度、我が国が締結した租税条約における「外国子会社」の要件

についての定め及びＯＥＣＤモデル租税条約コメンタリーにおける解説の内容に鑑みても、

左右されるものではない。）。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（７）小括 

以上によれば、Ｆ社は、法人税法施行令２２条の４第１項（２号）に規定する「外国子会

社」の要件を満たさない。 

３ 争点３（法人税法施行令２２条の４第１項が法人税法２３条の２第１項に適合するか否か）

について 

法人税法２３条の２第１項は、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる「外国子会社」

について、当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式等の

１００分の２５以上に相当する数又は金額となっていることその他の政令で定める要件を備え

ている外国法人をいう旨規定する。同項の文言からは、同項が、「外国子会社」の要件として、

議決権の割合に係る要件を定めることを政令に委任している旨を明確に読み取ることはできな

い。 

また、上記２（３）ア（イ）で説示したとおり、法人税法２３条の２第１項が外国子会社配

当益金不算入制度の対象となる「外国子会社」の定めを政令に委任した趣旨は、適切な二重課

税の排除を維持しつつ、間接外国税額控除制度よりも簡素な制度とし、内国法人が外国で得た

所得の我が国への所得の還流をより促進するという同項の産業政策的な趣旨に整合するように、

多種多様な制度から成る外国法人のうち、どのような法人を外国子会社配当益金不算入制度の

対象とするかといった専門技術的な判断を政令に委ねたものであり、また、内国法人が外国法

人に対して実質的な支配力を有しているか否かに関わらない簡明な判定基準を採用することも

許容するものと解するのが相当である。 

このような同項の委任の趣旨からすると、同項の委任を受けた法人税法施行令２２条の４第

１項が、「外国子会社」の要件として、発行済株式等の保有割合に係る要件（同項１号）及び

議決権のある発行済株式等の保有割合に係る要件（同項２号）を定め、議決権の数又は議決権

の割合に係る要件を定めていないことが不合理であるということはできない。 

以上の法人税法２３条の２第１項の文言、同項の委任の趣旨及び同項の委任を受けた法人税

法施行令２２条の４第１項の規定内容等に照らすと、同項が、法人税法２３条の２第１項の

「外国子会社」の要件として、発行済株式等の保有割合に係る要件（法人税法施行令２２条の

４第１項１号）及び議決権のある発行済株式等の保有割合に係る要件（同項２号）を定め、議

決権の数又は議決権の割合に係る要件を定めていないことが、法人税法２３条の２第１項の委

任の趣旨を逸脱するものということはできない。 

４ 争点４（法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２条の４第１項が憲法１４条１項

に適合するか否か）について 

（１）判断枠組み 

国民の租税負担に係る規定を策定するに当たっては、財政・経済・社会政策等の国政全般

からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件の定めについて、極めて専門

技術的な判断を必要とすることから、租税法の分野における取扱いの区別は、その立法目的
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が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が上記の目的

との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができ

ず、これを憲法１４条１項の規定に違反するものということはできないものと解するのが相

当である（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同６０年３月２７日大法廷判決・民集３９巻

２号２４７頁参照）。 

（２）本件について 

これを本件についてみると、法人税法２３条の２第１項は、上記２（３）ア（イ）で説示

したとおり、内国法人が「外国子会社」から受ける配当に係る二重課税を排除するための制

度として、間接外国税額控除制度よりも簡素な制度として外国子会社配当益金不算入制度を

定め、我が国への所得の還流をより促進することを目的とする規定であると解されるところ

（同項の委任を受けた法人税法施行令２２条の４第１項の目的もこれと同様であると解され

る。）、内国法人が「外国子会社」から受ける配当に係る二重課税を排除する必要があるこ

とは明らかであり、従来の間接外国税額控除制度よりも簡素な制度を定めて国民の利便性を

向上させ、我が国への所得の還流を促進するとの産業政策的な考慮から外国子会社配当益金

不算入制度を設けることには合理性があるといえる。したがって、上記目的は正当であると

いうべきである。 

そして、法人税法２３条の２第１項は、上記目的を達成するために、外国子会社配当益金

不算入制度を定めている。同項及び同項の委任を受けた法人税法施行令２２条の４第１項は、

外国子会社配当益金不算入制度の対象となる「外国子会社」の要件として、発行済株式等の

保有割合に係る要件（１号）及び議決権のある発行済株式等の保有割合に係る要件（２号）

等を定めている。外国法人は多種多様な制度から成り、内国法人が外国法人に対して外国子

会社配当益金不算入制度の対象とするにふさわしい影響力を有する全ての場合を過不足なく

捕捉する要件を定めることは極めて困難であるというべきであるから、「外国子会社」の要

件を定めるに当たって、一定程度の簡明な基準を採用したとしても、これをもって直ちに不

合理であるということはできない。また、内国法人が外国法人に対して一定の議決権を保有

している場合には、その影響力は、議決権のある発行済株式等の数又は金額に反映されるの

が通常であるから、議決権の数又は議決権の割合を判定の基準として定めなかったとしても、

このことをもって、上記目的との関連で不合理であるということはできない。したがって、

法人税法２３条の２第１項及びその委任を受けた法人税法施行令２２条の４第１項が外国子

会社配当益金不算入制度の対象となる「外国子会社」の要件として、議決権の数又は議決権

の割合に係る要件を定めず、上記の簡明な要件を定めたことは、上記目的との関連において、

不合理であるということはできない。 

（３）原告の主張について 

これに対し、原告は、外国子会社配当益金不算入制度において議決権の数又は議決権割合

を「外国子会社」の判定基準として定めていないのであれば、株式会社に対する企業支配力

を端的に示すものが議決権の数又は議決権割合であるにもかかわらず、１００分の２５以上

の割合の議決権を保有している内国法人が外国子会社配当益金不算入制度の適用から排除さ

れてしまうことになるが、外国法人の発行済株式等の数又は金額の１００分の２５以上を有

する内国法人は、当該外国法人に対する議決権の割合にかかわらず、外国子会社配当益金不

算入制度の対象となり得ることになるから、不合理な差別である旨主張する。 
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しかし、上記（２）で説示したとおり、法人税法２３条の２第１項及びその委任を受けた

法人税法施行令２２条の４第１項が外国子会社配当益金不算入制度の対象となる「外国子会

社」の要件のうち株式又は出資の保有割合に係る要件として議決権の数又は議決権の割合を

基準として採用せず、上記の簡明な基準を採用したことは、上記の法人税法２３条の２第１

項の目的との関連において、不合理であるということはできないから、憲法１４条１項に違

反するということはできない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（４）小括 

以上によれば、法人税法２３条の２第１項、法人税法施行令２２条の４第１項は、憲法１

４条１項に適合するというべきである。 

５ 争点５（法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２条の４第１項２号が日加租税条

約２１条２項（ｂ）に適合するか否か）について 

（１）検討 

ア 日加租税条約２１条２項（ｂ） 

日加租税条約２１条２項（ｂ）は、日本国以外の国において納付される租税を日本国の

租税から控除することに関する日本国の法令に従い、カナダにおいて取得される所得が、

カナダの居住者である法人によりその議決権のある株式又はその発行済株式の少なくとも

２５％を所有する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日

本国の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納

付されるカナダの租税を考慮に入れるものとする旨規定するところ、上記の「議決権のあ

る株式」とは、その文理に照らせば、議決権そのものではなく、議決権のある株式をいう

ものと解するのが相当である。 

イ 日加租税条約３条２項 

また、日加租税条約３条２項は、一方の締約国による日加租税条約の適用上、日加租税

条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、日加

租税条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を

有するものとする旨規定する。「文脈により別に解釈すべき場合」に当たるか否かは、国

内法上の用語の意義に基づく解釈と租税条約の締結の際の前提とされていたと認められる

文脈に基づく解釈とを比較して決せられ、国内法上の用語の意義に基づく解釈が不合理な

解釈になる場合には、国内法上の用語の意義に基づく解釈が否定されることとなる（ここ

でいう「文脈」とは、条約文のほか、条約の締結に関連して当事国の間でされた条約の関

係合意及び条約の締結に関連して当事国の１又は２が作成した文書であってこれらの当事

国以外の当事国が条約の関係文書として認めたものをいうと解される〔条約法に関するウ

ィーン条約３１条２項参照〕。）。 

日加租税条約において、「議決権のある株式」の定義規定はないから、文脈により別に

解釈すべき場合でない限り、我が国の国内法上の意義を有するものと解釈すべきことにな

る。我が国の国内法上、「議決権のある株式」の定義規定はないものの、上記２（６）ウ

のとおり、法人税法施行令２２条の４第１項２号の「議決権のある株式」とは、その文理

等に照らし、議決権のある株式と解すべきである。そして、日加租税条約の条約文、日加

租税条約の締結に関連する関係合意及び関係文書において、「議決権のある株式」につい
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て特別な意義が付与されていたといった事情はないから、「文脈により別に解釈すべき場

合」に当たらない。 

そうすると、我が国の国内法の適用上、日加租税条約２１条２項（ｂ）の「議決権のあ

る株式」とは、議決権のある株式を意味すると解すべきである。 

ウ 以上によれば、法人税法２３条の２第１項、法人税法施行令２２条の４第１項２号は、

日加租税条約２１条２項（ｂ）に適合するというべきである。 

（２）原告の主張について 

これに対し、原告は、日加租税条約２１条２項（ｂ）と日英租税条約１０条２項（ａ）の

日本語正文及び英語正文のそれぞれの文言を比較して、日加租税条約２１条２項（ｂ）の規

定は、同規定にいう「議決権のある株式」の保有割合を判定するに当たって、議決権の割合

によってすることを認めている旨主張する。 

しかし、日加租税条約２１条２項（ｂ）の「議決権のある株式」とは、議決権のある株式

と解すべきことは上記（１）アのとおりである。また、日加租税条約２１条２項（ｂ）と日

英租税条約１０条２項（ａ）との文言の相違が、上記（１）イの「文脈により別に解釈すべ

き場合」に当たるというべき事情は見当たらないから、このことを理由として日加租税条約

２１条２項（ｂ）の「議決権のある株式」について議決権の割合を意味すると解することは

できない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（３）小括 

したがって、法人税法２３条の２第１項、法人税法施行令２２条の４第１項は、日加租税

条約２１条２項（ｂ）に適合するものである（条約尊重義務を定めた憲法９８条２項に違反

するということもできない。）。 

６ まとめ 

以上によれば、Ｆ社は、法人税法２３条の２第１項にいう「外国子会社」に該当しないとい

うべきである。そして、弁論の全趣旨によれば、争点２～５に関する部分を除き、計算の基礎

となる金額及び計算方法については当事者間に争いがなく、その算定過程に違法、不合理な点

はない。したがって、本件各処分は、適法であるというべきである。 

第４ 結論 

よって、本件訴えのうち主文第１項記載の部分は不適法であるからこれを却下することとし、

その余の原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判

決する。 

大阪地方裁判所第７民事部 

裁判長裁判官 山地 修 

裁判官 新宮 智之 

裁判官 山田 慎悟 
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別表 

課税の経緯 

【単位：円】 

区分
項目 確定申告 更正処分等 

法

人

税

年月日  平成26年7月31日 平成29年6月27日

所得金額 ① △31,389,411 522,364,397

法人税額 ② 0 132,362,820

控除税額 ③ 354 354

差引所得に対する 
法人税額 

④ △354 132,362,400

既に納付の確定した
法人税額 

⑤ 0 △354

差引納付すべき 
法人税額 

⑥ △354 132,362,700

欠損金の当期控除額 ⑦ 0 240,758

翌期へ繰り越す 
欠損金額 

⑧ 31,630,169 0

過少申告加算税の額 ⑨ 19,829,000

復

興

特

別

法

人

税

年月日  平成26年7月31日 平成29年6月27日

課税標準法人税額 ⑩ 0 132,362,000

復興特別法人税額 ⑪ 0 13,236,200

控除税額 ⑫ 6 6

差引復興特別 
法人税額 

⑬ △6 13,236,100

既に納付の確定した
復興特別法人税額 

⑭ 0 △6

差引納付すべき 
復興特別法人税額 

⑮ △6 13,236,100

過少申告加算税の額 ⑯ 1,959,500

(注)各税額欄の△印は､還付金の額に相当する税額を示す｡ 
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別紙１ 

課税の根拠及び適法性 

１ 本件各更正処分について 

（１）本件各更正処分の根拠 

ア 本件法人税更正処分の根拠 

原告の本件事業年度の法人税に係る所得金額、納付すべき税額、翌期へ繰り越すべき欠

損金額等は、次のとおりである。 

（ア）原告の所得金額（別表「更正処分等」①欄）      ５億２２３６万４３９７円 

上記金額は、下記ａの金額に下記ｂの金額を加算し、下記ｃ～ｅの金額を減算した金

額である。 

ａ 申告所得金額（別表「確定申告」①欄）    マイナス３１３８万９４１１円 

上記金額は、原告の本件事業年度の法人税に係る確定申告書の「所得金額又は欠

損金額」欄に記載された金額である。 

ｂ 外国法人から受ける配当等の益金算入漏れ     ５億８６３４万７４５８円 

上記金額は、本件配当の額６４５万７５００カナダドルの円換算額６億１７２０

万７８５０円（円換算レートとして、本件配当日における電信売買相場の仲値であ

る１カナダドル当たり９５．５８円〔以下「配当日レート」という。〕を適用した

金額）から本件配当の額の１００分の５に相当する金額である３０８６万０３９２

円を差し引いた金額で、Ｆ社が法人税法２３条の２第１項及び法人税法施行令２２

条の４第１項に規定する「外国子会社」に該当するとして、原告が益金の額に算入

していないものであるが、Ｆ社は原告の「外国子会社」に該当しないことから、本

件配当が法人税法２３条の２第１項に規定する益金不算入の対象となる配当に該当

せず、益金の額に算入されるため、本件事業年度の所得金額に加算すべき金額であ

る。 

ｃ 外国源泉税額の益金算入額              ３０８６万０３９２円 

上記金額は、本件配当に係る外国源泉税の額３２万２８７５カナダドルを配当日

レートで換算した金額で、原告が法人税法３９条の２（平成２７年法律第９号によ

る改正前のもの。以下同じ。）の規定が適用されるとして損金の額に算入していな

いものであるが、本件配当が上記ｂに記載した理由により法人税法２３条の２第１

項に規定する配当に該当しないことから、上記金額に同法３９条の２の規定は適用

されず損金の額に算入されるため、本件事業年度の所得金額から減算すべき金額で

ある。 

ⅾ 寄附金の損金不算入額の減少額             １４９万２５００円 

上記金額は、原告が本件事業年度の法人税に係る確定申告書に添付した寄附金の

損金算入に関する明細書の「所得金額仮計」欄に上記ｂの金額を加算し、上記ｃの

金額を減算して再計算した寄附金の損金不算入額の減少額で、本件事業年度の所得

金額から減算すべき金額である。 

ｅ 繰越欠損金の損金算入額                 ２４万０７５８円 

上記金額は、本件法人税更正処分に伴い損金の額に算入される前事業年度から繰
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り越された欠損金の全額で、本件事業年度の所得金額から減算すべき金額である。 

（イ）課税所得金額に対する法人税額（別表「更正処分等」②欄） 

１億３２３６万２８２０円 

上記金額は、上記（ア）の所得金額５億２２３６万４０００円（国税通則法１１８条

１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）のうち、８００万円相

当額は法人税法６６条２項及び租税特別措置法４２条の３の２第１項（平成２７年法律

第９号による改正前のもの）に規定する１００分の１５の税率を乗じて算出した金額及

び８００万円相当額を超える金額は法人税法６６条１項（平成２７年法律第９号による

改正前のもの）に規定する１００分の２５．５の税率を乗じて算出した金額の合計金額

である。 

（ウ）控除税額（別表「更正処分等」③欄）                 ３５４円 

上記金額は、法人税法６８条（平成２９年法律第４号による改正前のもの）に規定す

る法人税額から控除される所得税の額で、原告の本件事業年度の法人税に係る確定申告

書の「所得税の額」欄に記載された金額である。 

（エ）差引所得に対する法人税額（別表「更正処分等」④欄） １億３２３６万２４００円 

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（ウ）の金額を差し引いた金額（国税通則法

１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てたもの）である。 

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表「更正処分等」⑤欄）    マイナス３５４円 

上記金額は、原告の本件事業年度の法人税に係る確定申告書の「この申告による還付

金額」欄に記載された還付金額である。 

（カ）差引納付すべき法人税額（別表「更正処分等」⑥欄）  １億３２３６万２７００円 

上記金額は、上記（エ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額（国税通則法

１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てたもの）である。 

（キ）翌期へ繰り越す欠損金額（別表「更正処分等」⑧欄）            ０円 

上記（ア）のとおり、本件事業年度において欠損金は生じておらず、また、前事業年

度から繰り越された欠損金の全額が本件法人税更正処分により控除されたことから、翌

期へ繰り越す欠損金はない。 

イ 本件復興特別法人税更正処分の根拠 

原告の本件課税事業年度の課税標準法人税額、復興特別法人税額等は、次のとおりであ

る。 

（ア）課税標準法人税額（別表「更正処分等」⑩欄）     １億３２３６万２０００円 

上記金額は、課税所得金額に対する法人税額１億３２３６万２８２０円（東日本大震

災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法４７

条１項）から国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた

ものである。 

（イ）復興特別法人税額（別表「更正処分等」⑪欄）       １３２３万６２００円 

上記金額は、上記（ア）の課税標準法人税額１億３２３６万２０００円に、東日本大

震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法４

８条に規定する１００分の１０の税率を乗じて算出した金額である。 

（ウ）控除税額（別表「更正処分等」⑫欄）                   ６円 
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上記金額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確

保に関する特別措置法４９条１項に規定する復興特別法人税額から控除される復興特別

所得税の額で、原告の本件課税事業年度の復興特別法人税に係る確定申告書の「復興特

別所得税の額」欄に記載された金額である。 

（エ）差引復興特別法人税額（別表「更正処分等」⑬欄）     １３２３万６１００円 

上記金額は、上記（イ）の金額から上記（ウ）の金額を差し引いた金額（国税通則法

１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てたもの）である。 

（オ）既に納付の確定した復興特別法人税額（別表「更正処分等」⑭欄）  マイナス６円 

上記金額は、原告の本件課税事業年度の復興特別法人税に係る確定申告書の「この申

告による還付金額」欄に記載された金額である。 

（カ）差引納付すべき復興特別法人税額（別表「更正処分等」⑮欄）１３２３万６１００円 

上記金額は、上記（エ）の金額から上記（オ）の金額を差し引いた金額（国税通則法

１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てたもの）である。 

（２）本件各更正処分の適法性 

本件法人税更正処分における所得金額、納付すべき法人税額及び翌期へ繰り越す欠損金額

並びに本件復興特別法人税更正処分における納付すべき復興特別法人税額は、いずれも上記

（１）の各金額と同額である。 

２ 本件各賦課決定処分について 

（１）本件各賦課決定処分の根拠 

ア 法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠（別表「更正処分等」⑨欄） 

本件法人税更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、本件法人税更正処分に

よる差引納付すべき法人税額１億３２３６万２７００円（上記１（１）ア（カ））から国

税通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額（１億

３２３６万円）に１００分の１０の割合（同法６５条１項〔平成２８年法律第１５号によ

る改正前のもの。以下同じ。〕に定める割合）を乗じて算出した１３２３万６０００円に、

上記納付すべき法人税額１億３２３６万２７００円のうち５０万円を超える部分に相当す

る税額１億３１８６万２７００円から同法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数

金額を切り捨てた後の金額（１億３１８６万円）に１００分の５の割合（同法６５条２項

〔平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下同じ。〕に定める割合）を乗じて算

出した金額６５９万３０００円を加算した１９８２万９０００円である。 

なお、本件法人税更正処分に基づき、原告が新たに納付すべき法人税額の計算の基礎と

なった事実のうちに、本件法人税更正処分前の法人税の計算の基礎とされていなかったこ

とについて同法６５条４項（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下同じ。）

所定の「正当な理由」があると認められるものはない。 

イ 復興特別法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠（別表「更正処分等」⑯欄） 

本件復興特別法人税更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、本件復興特別

法人税更正処分による差引納付すべき復興特別法人税額１３２３万６１００円（上記１

（１）イ（カ））から国税通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切

り捨てた後の金額（１３２３万円）に１００分の１０の割合（同法６５条１項に定める割

合）を乗じて算出した１３２万３０００円に、上記納付すべき復興特別法人税額１３２３
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万６１００円のうち５０万円を超える部分に相当する税額１２７３万６１００円から同法

１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額（１２７３万

円）に１００分の５の割合（同法６５条２項に定める割合）を乗じて算出した金額である

６３万６５００円を加算した１９５万９５００円である。 

なお、本件復興特別法人税更正処分に基づき、原告が新たに納付すべき復興特別法人税

額の計算の基礎となった事実のうちに、本件復興特別法人税更正処分前の復興特別法人税

の計算の基礎とされていなかったことについて同法６５条４項所定の「正当な理由」があ

ると認められるものはない。 

（２）本件各賦課決定処分の適法性 

本件各賦課決定処分により原告に賦課された各過少申告加算税の金額（別表「更正処分

等」⑨及び⑯欄）は、いずれも上記（１）ア及びイの金額と同額である。 

以上 
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別紙２ 省略 


